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（関係人口拡大事業） 

「移住×特産品情報発信」及び「首都圏上市産直フェア開催」業務委託 

公募型プロポーザル実施要項 

１　業務概要 

⑴  業務名称　 

「移住×特産品情報発信」及び「首都圏上市産直フェア開催」業務委託 

⑵  目的 

　上市町には素晴らしい魅力が溢れており、町民がその魅力を理解し、自らが広告塔となっ

て発信する好循環を生み出すことが重要です。町の強みである自然の恵みから生まれる農産

物や特産品、そして町民の温かさを、ICT を活用した情報発信や首都圏への直接的なアプロ

ーチを通じて広めることで、関係人口および移住者の増加を目指します。 

⑶  内容 

 別紙「移住×特産品情報発信」及び「首都圏上市産直フェア開催」業務委託仕様書のとお

り 

⑷  業務期間 

契約締結の日から令和９年２月 26 日（金）まで 

 

２　委託料上限額 

　　委託料は 1,859 千円（消費税及び地方消費税額を含む。）を上限とします。 

 

３　契約の方法 

　⑴　契約締結候補者の選定方法 

　　　価格のみによる競争では本業務の目的が達成できないため、プロポーザル方式によって契

約締結候補者を選定します。 

　⑵　契約事業者の決定 

契約締結候補者と仕様等について協議を行い、協議が整った時点で当該候補者を契約事業

者に決定し、随意契約を締結します。 

 

４　参加資格 

本プロポーザルに参加する資格を有する者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とします。 

ア　当該業務を適切に実施できる法人であること。 

イ　地方自治法施行令（昭和22 年政令第16号）第 167 条の４の規定に該当しない者であるこ

と。 

ウ　国及び地方公共団体等において指名停止を受けている期間中の者でないこと。 

エ　会社更生法（平成14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法（平

成11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立て又は破産法（平成16 年法律第75 号）
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に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。 

オ　法人、法人の代表権を有する者又は法人の被用者等が、暴力団関係者その他暴力団員に

よる不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号に規定する

暴力団及び同法第２条第６号に規定する暴力団員でないこと。 

カ　法人税、消費税、都道府県税及び市町村税の滞納がないこと。 

キ　その他、契約者として適切であると認められる者であること。 

ク　共同企業体で参加する場合は、次の要件を満たしていること。なお、共同企業体の構成

員は、単独または他の共同企業体として、本プロポーザルに参加することができないもの

とする。 

（ア） 構成員は、上記ア～クのすべての要件を満たしていること。 

（イ） 構成員間で共同企業体に関する協定を締結し、代表の構成員を選定のうえ、その他の

構成員が代表構成員に次の事項に関する権限を委任していること。 

① 本プロポーザル及び見積りに関する権限 

② 契約締結に関する権限 

③ 委託料の請求及び受領に関する権限 

 

５　スケジュール 

　　令和 8年３月 27日（金）　　　　公募開始（本町ホームページに掲載） 

　　　　　　４月３日（金）　　　　質問の提出期限 

　　　　　　　　７日（火）　　　　質問に対する回答 

７日（火）　　　　企画提案書受付開始 

21 日（火）　　　　企画提案書提出締切 

　　　　　　　　 24 日（金）　　　　プレゼンテーション審査 

５月７日（木）まで　　審査、審査結果通知 

５月中旬まで　　　 　 契約締結、業務開始　　　　 

６　質問・回答 

質問がある場合は、質問書兼回答書（様式第１号）に必要事項を記入のうえ、電子メールに

添付し、提出期限までに提出先へ送信してください。 

なお、電子メールの件名は「移住×特産品情報発信」及び「首都圏上市産直フェア開催」業

務委託に関する質問（提出者名）」とし、電子メール送信後は、電話にて到着確認を必ず行って

ください。 

また、質問受付期間以外の質問及び口頭による質問は受け付けません。 

⑴ 　提出先　　 

上市町企画課　事務担当　青木 

TEL：076-472-2473 

E-mail：k.kikaku@town.kamiichi.toyama.jp 

⑵ 　提出期限 
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令和８年４月３日（金）午後５時まで（必着） 

　⑶　質問書到着確認の電話受付 

　　　月曜日から金曜日までの午前８時 30 分から午後５時まで（但し、祝日を除く。） 

⑷　回答方法 

　　　令和８年４月７日（火）までに質疑書兼回答書（様式第１号）による回答を質問提出者へ

E-mail で送信し、併せて質問者匿名で本町ホームぺージに掲載します。 

 

７　応募方法 

　⑴　提出書類 

      次の書類のうち、ア～オは正本１部、カ～クは正本１部、副本４部提出してください。 

ア　応募申込書・単独事業者（様式第２-１号） 

・共同企業体（様式第２-２号） 

イ　誓約書（様式第３号） 

ウ　登記簿謄本又は登記事項証明書等 

エ　事業者概要書（様式第４号） 

オ　共同企業体協定書（様式任意）の写し 

　　　共同企業体の場合のみ提出すること。 

カ　受託実績書（様式第５号） 

キ　企画提案書（様式任意） 

実施体制図、工程表を含むこと。 

ク　見積書（様式任意） 

　　　見積金額は税込額とし、消費税等内訳が分かるよう記載すること。 

※ 令和８年度の上市町競争入札参加資格者名簿に登録のある者については、上記ウ、エの提

出を省略することができます。 

※ 共同企業体の場合、上記イ～エはすべての事業所分を提出してください。 

⑵　提出先及び問合せ先 

上市町企画課　　事務担当　青木 

　　　〒930-0393　富山県中新川郡上市町法音寺１番地 

TEL：076-472-2473 

E-mail：k.kikaku@town.kamiichi.toyama.jp 

⑶ 　提出期限 

令和８年４月 21 日（火）午後５時まで（必着） 

　⑷　受付時間 

　　　月曜日から金曜日までの午前８時 30 分から午後５時まで 
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⑸　提出方法 

　　　提出書類を持参又は簡易書留で郵送してください。 

なお、持参される場合は、事前に上市町企画課事務担当者へ日時をご連絡ください。 

 

８　審査方法及び審査基準 

　⑴　審査方法 

本町職員で構成する審査委員会が企画提案書及びプレゼンテーションを審査し、審査員の

評価点数の合計が最高得点であった提案者を契約締結候補者に決定します。 

ただし、審査での得点が、評価点合計の５割を満たさなかった場合は、最高得点であって

も契約締結候補者としません。 

⑵　プレゼンテーション 

　　場　所　　上市町役場　第１会議室 

　　日　時　　令和８年４月 24 日（金）　午前 10時 00 分から 

　　提案時間　プレゼンテーション 20 分、選定委員からの質疑 10 分 

各提案者の開始時刻は、プレゼンテーションの前日までにご連絡いたします。 

その他　・提案者の出席は３名以内とし、プレゼンテーションに必要な機器を持参してく

ださい。ただし、プロジェクターと投影用スクリーンは、本町が用意いたしま

す。 

⑶　審査基準 

　　　※　審査内容は非公開とします。 

 

９　審査結果 

　　審査結果は、令和８年５月７日（木）までに全応募者へ通知します。 

なお、審査結果の通知は、評価の結果、契約締結候補者として決定された事実を通知するも

のであり、本業務の委託事業者として決定したものではありません。本通知後、本町と契約締

結候補者との間で契約締結に向けた内容（仕様及び契約金額等）の協議を行います。 

 

10　契約方法 

審査で決定した契約締結候補者と本町で契約内容（仕様及び契約金額等）の詳細について協

 項　　目 配　点

 ①　業務の実施体制、業務遂行の技術力 20

 ②　類似業務の実績 10

 ③　業務目的の理解度、企画提案の有効性と実現可能性 40

 ④　実効性のある業務工程 10

 ⑤　見積額 20

 評価点合計 100
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議を行った上で、随意契約を締結いたします。 

したがって、契約内容については、採択された企画提案から変更が生じる場合があります。 

　 

11　留意事項 

・本業務は、財源として令和８年度の地域未来交付金を活用して実施するものであることか

ら、契約等の手続きは同交付金の交付決定後に行います。同交付金が交付されない場合に

は、事業内容、予算を見直すことがあります。 

・企画提案については１社につき１提案とし、提出後の記載内容の変更は認めません。 

・企画提案が本実施要項に適合していない場合は、失格とします。 

・企画提案に関して、談合等の不正行為があった場合や審査の公平性を害する行為があった

場合、著しく審議に反する行為等があったと審査委員会が認めた場合は、失格とします。 

・応募者が１社であった場合でも、本プロポーザル（プレゼンテーション審査）を実施し、

本実施要綱に定める審査方法に従って契約締結候補者を決定します。 

・企画提案書は任意の様式とし、Ａ４判、片綴じ、横書き、片面印刷とします。Ａ３判を用

いる場合は、Ａ４に折り込んでください。 

・提出書類の様式は、本町ホームページからダウンロードしてください。 

・本業務の提案に係る費用は、すべて応募者の負担とします。 

・国の交付金を活用した事業のため、会計検査院の実地検査等の対象となります。 

・提出書類等の内容について、必要により関係機関に照会する場合があります。 

・提出書類は返却しません。なお、提出書類は、上市町情報公開条例に基づき開示等を行う

場合があります。 

・提案書類に含まれる著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に

基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、維持管理手法等を用いた

結果生じた事象に係る責任は、すべて応募者が負うものとします。 


